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１．概 要

原子力安全・保安院からの指示文書「原子力施設にかかる自主点検作業の

適切性確保に関する総点検について （平成 ・ ・ 原院第 号)に基づ」 14 08 30 1

き、当社は、平成１４年９月２０日 「原子力施設にかかる自主点検作業の、

適切性確保に関する総点検実施計画書 （以下 「総点検実施計画書」とい」 、

う ）を原子力安全・保安院に提出した。。

当社では総点検実施計画書および原子力安全・保安院からの指示文書「原

子力施設にかかる自主点検作業の適切性確保に関する総点検の今後の進め方

について （平成 ・ ・ 原院第 号 「東京電力株式会社福島第一原子」 ）、14 09 25 1

力発電所１号機における格納容器漏えい率検査の偽装を踏まえた総点検追加

指示について （平成 ・ ・ 原院第４号）に基づき、伊方発電所の自主」 14 10 25

点検作業の適切性および社内体制・不正防止策に関する点検調査を実施して

いる。

、 。本報告書は これらの実施状況を中間報告として取りまとめたものである

２．実施体制および工程

本調査は、原子力部門以外のメンバーからなる「原子力点検評価委員会」

（平成１４年９月５日設置）が実施した。

（添付資料－１）

また、実施工程は添付資料－２のとおりである。

（添付資料－２）
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３．実施結果

（１）自主点検作業の適切性に関する調査

ａ．調査範囲

（ａ）調査対象作業

現在供用中の原子炉容器、炉内構造物、原子炉冷却材圧力バウンダリ

内設備、非常用炉心冷却設備、その他１次系設備およびタービン他主要

２次系設備に関連する自主点検作業を対象とする。また主要改造工事お

よび事故故障等による水平展開に伴う点検作業についても対象とする。

なお、具体的な設備を添付資料－３に示す。

（添付資料－３）

（ｂ）調査対象期間

調査対象期間は以下のとおりである。

・原子炉容器、炉内構造物、原子炉冷却材圧力バウンダリ内設備およ

び非常用炉心冷却設備については、過去１０年間の定期検査

・その他１次系設備およびタービン他主要２次系設備については、至

近の分解点検・検査

・原子炉格納容器漏えい率検査については、過去１０年間の定期検査

・主要改造工事および事故故障等による水平展開に伴う点検作業につ

いては、過去１０年間の定期検査

ｂ．中間報告における調査範囲

今回の中間報告における調査範囲は以下のとおりである。

・過去１０年間の定期検査で実施した原子炉容器、炉内構造物の点検作業

・過去３年間の定期検査で実施した原子炉冷却材圧力バウンダリ内設備

の点検作業

・過去３年間の定期検査で実施した原子炉格納容器漏えい率検査

・過去３年間の定期検査で実施した原子炉容器、炉内構造物、原子炉冷

却材圧力バウンダリ内設備の主要改造工事および事故故障等による水

平展開に伴う点検作業

なお、調査対象定期検査を表－１、主要改造工事を添付資料－４、事故

故障等による水平展開に伴う点検作業を添付資料－５に示す。

（添付資料－４，５）
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表－１ 調査対象定期検査

設備等 伊方１号機 伊方２号機 伊方３号機 備 考

・原子炉容器 第 回定検 第９回定検 第１回定検 過去 年間13 10

・炉内構造物 ～ ～ ～

第 回定検 第 回定検 第６回定検20 15

・原子炉冷却材圧 第 回定検 第 回定検 第４回定検 過去３年間19 14

力バウンダリ内 第 回定検 第 回定検 ～20 15

設備 第６回定検

・原子炉格納容器

漏えい率検査

ｃ．調査方法

、 、今回の調査では 対象設備に関連する当社保有の点検記録と工事報告書

協力会社保有の工事報告書と工事記録（点検記録、工事報告書および工事

記録を総称して以下 「工事報告書等」という ）について記載内容の矛、 。

盾の有無、不具合・修理事例の処理状況の適切性を調査した。

なお、協力会社保有の工事報告書については、協力会社にて調査を行っ

た。今回調査した協力会社については添付資料－６に示すとおりである。

（添付資料－６）

具体的な調査方法は以下のとおりである。

（ａ）調査にあたり、まず対象設備に関連する工事報告書等を抽出した。

抽出した工事報告書等の一覧表を添付資料－７に示す。

（添付資料－７）

（ｂ）次に、工事報告書等の照合を行い、記載内容に矛盾があるものを抽出

した。また、工事報告書等に記載の設備の不具合・修理事例のうち、非

破壊検査で判定基準を超える指示があったもの、機器耐圧部等に目視点

検で割れや破損があったもの、機器主要部等の取替を行ったもの等を抽

出した。
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（ｃ）さらに、これらの抽出された事項について、以下の観点より評価を行

った。

ア．記載内容の矛盾について

・記録の作成において改ざんが行われていないこと

イ．設備の不具合・修理事例について

・電気事業法、原子炉等規制法および大臣通達による軽微な故障等の

報告基準に基づく国への報告が確実に行われていること

・電気事業法で定める工事計画等の認可または届出が適切に行われて

いること

・電気事業法で定める技術基準に適合していること

なお、抽出・評価した結果は、添付資料－８に示す様式にて、チェッ

クシートに記録した。

（添付資料－８）

今回の中間報告では、約１０００件の点検項目（工事報告書等の枚数

にして約１５万枚）について調査した。

ｄ．調査結果

今回実施した工事報告書等の調査結果は以下のとおりである。

（ａ）工事報告書等の記載内容について、改ざんと認められるものはなかっ

た。

（ｂ）工事報告書等に記載の設備の不具合・修理事例について、

・法令、通達に基づく国への報告を怠った事案

・工事計画等の認可または届出が適切に行われていなかった事案

・技術基準適合義務を遵守していなかった事案

に該当するものは認められなかった。

ただし、品質保証上の観点から好ましくない事案として、以下のものが

抽出された。

・当社保有の点検記録等の検査結果の記入漏れ

・原子炉容器復旧作業時のスタッドボルトの計画値以上の締め付け

なお、抽出事項に関する評価内容の詳細を添付資料－９に示す。

（添付資料－９）
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（２）社内体制・不正防止策に関する調査

ａ．社内体制に関する調査

（ａ）調査方法

伊方発電所における自主点検作業に係わる品質保証活動は、民間基準

である「原子力発電所の品質保証指針（電気協会 （以JEAG4101-2000）」

下 「品質保証指針」という ）に準拠している。このため、品質保証、 。

指針に照らして自主点検作業が適切に実施される社内体制であるかどう

かを以下のとおり調査する。

ア．社内規定類が品質保証指針に照らして、適切であることを確認する。

具体的には、

・品質保証指針の中で自主点検作業に係わる条項を抽出し、社内規定類

を確認する際のチェックポイントを導出する。なお、チェックポイン

トに関しては、計画、実施、検査・試験および記録管理等の項目毎に

区分する。

・各項目に沿って、チェックポイントに対する社内規定類の規定状況を

整理するとともに、その記載内容が適切かどうかの評価を行う。

イ．伊方３号機第６回定期検査で実施した自主点検作業の代表例（自主点

検作業を実施する担当課から１例ずつ抽出）を選定し、上記の社内規定

類に従って、適切に実施されていることを確認する。

（ｂ）調査結果

今回の中間報告では、上述の調査方法のア．のうちチェックポイント

の導出、チェックポイントに対する社内規定類の規定状況の整理の段階

まで実施した。

これらチェックポイントに対する社内規定類の規定状況を添付資料－

１０に示す。

（添付資料－１０）

今後、社内規定類の記載内容を評価するとともに、実際の自主点検作

業が適切に実施されていることを確認する。
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ｂ．不正防止策に関する調査

（ａ）調査方法

・不正防止に関係する過去の事例である「原電工事における燃料輸送容

器のデータの改ざん 「ＪＣＯ東海事業所における臨界事故」」、

・当社の過去のトラブル事例である「伊方発電所３号機定期検査におけ

る非常用ディーゼル発電機の不具合」

を対象に、不正防止策の活動状況等を以下のとおり調査する。

ア．対象事例に基づく対策実施事項を抽出し、分類別に実施内容を整理す

る。

イ．これらの実施内容について、関係個所の活動や社内規定類の整備が適

切に行われていることを確認する。

（ｂ）調査結果

今回の中間報告では、上述の調査方法のア．の項目まで実施し、対象

事例に基づく対策の抽出結果を添付資料－１１、分類別実施内容を添付

資料－１２に示す。

（添付資料－１１，１２）

今後、関係個所の活動や社内規定類の整備が適切に実施されているこ

とを確認する。
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４．今後の予定

、 、 。今後 以下の調査を実施し 平成１５年３月に最終報告を行う予定である

・自主点検作業については、原子炉冷却材圧力バウンダリ内設備、非常用

炉心冷却設備等の工事報告書等の確認

・社内体制については、社内規定類の記載内容の評価、実際の自主点検作

業の実施状況の確認

・不正防止策については、関係個所の活動状況の確認、社内規定類の整備

状況の確認

また、これらの当社の調査結果および東京電力株式会社の再発防止対策等

を踏まえ、

・企業倫理・コンプライアンスの一層の浸透・徹底

・風通しの良い職場環境づくり

・情報公開と透明性確保のあり方

等について、検討を進めることとする。

なお、調査の過程において、万一、不正の恐れがある事案を発見した場合

には、直ちに原子力安全・保安院に連絡する。

以 上




